
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 妙賀山クリーンセンター １号クレーン巻上電動機・ブレーキ補修 

 契 約 業 者 名 山九株式会社 神戸支店 

 随意契約の理由 

 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

     

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 妙賀山クリーンセンターはごみの中継施設である。本業務では搬出クレーンの中心的な

駆動部である巻上電動機及びブレーキの補修を行う。 

 これらは既設メーカーの独自設計により製作されたクレーン設備の一部であるため、当

該設備並びに既存設備の取り合いに係る図面や技術的な内容を把握している業者でなけれ

ば補修することができない。 

 本請負人は、既設クレーンメーカーより当該設備のアフターサービス業務を譲渡された

唯一の業者であることから、本業務に必要な図面や技術的な内容を把握しているのは本請

負人のみであり、本請負人でしか履行することができない。 

 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当すると考えるため、

本請負人との随意契約を行う。       

          

          

  

担当部署 

（問合せ先） 

 

環境局施設課         （電話：078－595－6162） 

 


